
教育委員会５月定例会 

その他（１） 

「部活動及び学校生活全般における体罰の実態把握に関する緊急調査」の 

結果について 
 

１ 調査の概要 

（１）調査目的 

  藤沢市における体罰の実態を把握し、緊急事案に対して適切な対応を講ずるこ

とで、児童生徒が安全かつ安心して学校生活を送る事ができるようにする。 

また、各学校において教職員間の体罰に関する議論や認識を深め、体罰の根絶

に向けた取組を進めるための契機とする。 

 

（２）調査主体  神奈川県教育委員会 

 

（３）実施主体  藤沢市教育委員会 

 

（４）調査内容  平成２４年度の部活動及び 

学校生活全般における教職員等による体罰の状況等 

ア 教職員向け調査 

（ア）調査期間 平成２５年２月１４日～２月２８日 

（イ）調査対象 全市立小・中・特別支援学校の校長・教頭・総括教諭・教諭・ 

養護教諭・ 臨時的任用職員・非常勤講師・サポート講師・ 

部活動外部指導者             約１，８００人 

（ウ）調査方法 自分の行った体罰や、他の教職員等の体罰について教職員用調

査用紙に記入し校長に提出する。校長は、その内容について調

査し、市教育委員会に報告する。 

 

イ 児童生徒及び保護者向けアンケート調査 

（ア）調査期間 平成２５年２月２２日（金）～３月２８日（木） 

（イ）調査対象 全市立小・中・特別支援学校児童生徒及び保護者 

＊調査対象数は調査時における最新（2012 年 9 月 1 日現在）の在籍者数と

した。 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 計（人）

3,700 3,877 3,896 3,824 3,820 3,865 22,982
1年 2年 3年

3,456 3,439 3,479 10,374
小学部 中学部 高等部

49 29 22 100
合　計 33,456

小学校
35校

中学校
19校

特別支援学校
1校

 



（ウ）調査方法 学校を通して、全児童生徒に質問用紙、回答用紙、保護者向け

説明資料を配付し、回答用紙を直接、教育指導課宛郵送又は教

頭に手渡しする。教頭は開封せずに、教育指導課宛送付する。 

 
（５）回答数  

 ア 教職員向け調査  

校　種
教職員から
の申し出

小学校 4
中学校 2

特別支援学校 0
合　計 6  

       

 イ 児童生徒及び保護者向けアンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 
（６）回答の内容 

ア 体罰について記載のあったものの中から、イに該当するものを除いて、学校

長に調査を依頼 

校　種
体罰について記載
があったもの(通）

A

保護者の意見
のみ記載があった

もの（通）
B

体罰を「受けた」「見
た」と回答したもの

（件）
A-B

調査を依頼
した件数（件）

調査した
教職員数
（人）

小学校 704 613 91 76 53
中学校 236 169 67 68 30

特別支援学校 4 4 0 0 0
合　計 944 786 158 144 83

 
※ 神奈川県教育委員会への報告には含めないが、体罰と認められた場合は、平

成２４年度以前のものについても調査を依頼した。 

  ※ 「机を蹴る」等の不適切な指導や、「死ね」「殺す」という言葉の暴力につい

ては調査を依頼した。 

 

 

 

 

校種　 回答数（通）回収率（％）
体罰について記
載があったもの

体罰について記
載がなかったもの

小学校 2,428 10.7 704 1,724
中学校 641 6.2 236 405

特別支援学校 11 11.0 4 7
合計 3,080 9.2 944 2,136



イ 調査の依頼から除外したもの 

（ア）文部科学省の「体罰について」に基づいて、体罰とは判断されないもの 

（具体例）：注意を聞き入れない児童生徒を指導のため、他の場所に移動

させようとし、本人が動かなかった場合に引きずる。 

         ：教職員の言葉の暴力 

  （イ）事実が特定できないもの 

（具体例）：学年、体罰が行われた場面、教職員名等が記載されておらず、

特定できない 

（ウ）危険を回避するための力の行使であると判断されたもの 

（具体例）：生徒が教員に対して、手足を出す中で、教員の足が当たった。 

：発達障がいを持つ児童が、母親が帰ってしまい、パニックに

なり、頭を壁にぶつける自傷行為をしたため、無理に壁から

引き離した。 

（エ）既に神奈川県教育委員会が処分している案件 

    
２ 調査結果について 

（１）神奈川県教育委員会に報告 

  ア 継続的に行っていたもの   

  イ 行為の程度が甚だしく、児童生徒への影響が大きいもの 

    ア、イに該当した事案 

    小学校  ３件  

    中学校  ３件  

    （具体例）小学校：教科の指導や児童指導の中でたたく等 

         中学校：運動部活動の指導中に蹴る、ボールをぶつける等 

生徒指導中にたたく、蹴る等 

 
（２）その他 

ア 市教育委員会が独自に指導する指導 

     （１）のア、イに該当しないが、言葉の暴力、机・椅子を蹴る等不適切な指

導・行き過ぎた指導と認められたもの 

小学校  ２件 

    中学校  ５件 

  イ 校長による継続的な指導 

    今回の調査では体罰と判断しないものの、今後、体罰に発展する可能性があ

るもの 

    小学校  ２件 

    中学校  ８件 

 

 

 



３ 調査から見えてきたこと 

（１）小学校 

  ア 体罰を「受けた」（３４件）より「見た」（７４件）が圧倒的に多い。状況を

客観的に判断できないことも考えられるが、年少の児童にとっては、「つか

む」「立って叱る」等を体罰と見ている傾向が見られた。 

  イ ベテランの教員がスキンシップのつもりで軽くたたく等の行為がある。時代

の変化によって、誤解を招くような行為がある。 

  ウ 若い教員には、注意をしても聞かない児童に対して、「つかんで座らせる」「強

く引っ張る」などの行為があった。落ち着きのない児童の指導に行き詰まっ

ていることが窺われる。 

  エ 体罰とはいえないが、「大声で叱る」「机・椅子を蹴る」など、児童に恐怖心

を与えるような不適切な指導が報告されている。 

  オ 言葉の暴力に関する回答があった。 

 
（２）中学校 

 ア 運動部活動における、いわゆる、「気合を入れる」ための行為や言葉の暴力

に関する回答があった。 

イ 授業や生徒指導の場面でも言葉の暴力に関する回答があった。 

   ウ 担任・教科担任によるものでは、指導している生徒の態度が悪いという理由

によるものがあった。 

  
４ 体罰の根絶に向けての市教育委員会としての方針 

（１）市教育委員会と学校との連携を密にし、子どもたち一人ひとりを大切にする教

育を進め、体罰の未然防止の取り組みを図る 

ア 教職員の経験年数により、児童生徒の指導について、異なる課題があり、

校内研究等を通してお互いの指導方法を学ぶ研究の場を作る。 

（拡充） 

イ 体罰によらない指導方法についての研修や、対応の難しい児童生徒に対して、

児童生徒理解を基本とした指導について、外部講師等を招いて研修を行う。 

（拡充） 

ウ 教職員向けに体罰及び言葉の暴力の根絶に向けた啓発リーフレットを作

成・配付し、校内研修の場で生かすよう指導する。（新規） 

 

（２）中学校運動部活動における指導を見直し、生徒が主体的に取り組む部活動の

推進を図る 

 ア  中学校体育連盟と連携し、部活動における指導のあり方について話し合いの

場を設け、指導法についての改善を図る。（新規） 

イ 中学校体育連盟専門部会に指導主事が参加し、体罰禁止の徹底と力に拠らな

い指導のあり方に関する講話を行う。（新規） 



※ どのような行為を「体罰」とするかについては、文部科学省から次のように示されています。 

体罰について 

（1）  児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

に当
あ

たり、学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

法
ほう

第
だい

11 条
じょう

ただし書
がき

にいう体罰
たいばつ

は、いかなる場合
ば あ い

においても 行
おこな

ってはならない。教 員
きょういん

等
など

が児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

して 行
おこな

った 懲
ちょう

戒
かい

の行為
こ う い

が体罰
たいばつ

に

当
あ

たるかどうかは、当該
とうがい

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の年齢
ねんれい

、健康
けんこう

、心身
しんしん

の発達
はったつ

状 況
じょうきょう

、当該
とうがい

行為
こ う い

が行
おこな

われた

場
ば

所
しょ

的
てき

及
およ

び時
じ

間
かん

的
てき

環
かん

境
きょう

、懲 戒
ちょうかい

の態様
たいよう

等
とう

の諸条件
しょじょうけん

を総合的
そうごうてき

に 考
かんが

え、個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

ごとに判
はん

断
だん

する必
ひつ

要
よう

がある。 

（2）  （1）により、その懲 戒
ちょうかい

の内容
ないよう

が身体的
しんたいてき

性質
せいしつ

のもの、すなわち、身体
しんたい

に対
たい

する侵
しん

害
がい

を

内容
ないよう

とする懲 戒
ちょうかい

（殴
なぐ

る、蹴
け

る等
など

）、被罰者
ひばつしゃ

に肉体的
にくたいてき

苦痛
く つ う

を与
あた

えるような懲 戒
ちょうかい

（正座
せ い ざ

・

直 立
ちょくりつ

等
など

特定
とくてい

の姿勢
し せ い

を長時間
ちょうじかん

にわたって保持
ほ じ

させる等
など

）に当
あ

たると判断
はんだん

された場合
ば あ い

は、体罰
たいばつ

に該当
がいとう

する。 

（3）  個々
こ こ

の懲 戒
ちょうかい

が体罰
たいばつ

に当
あ

たるか否
いな

かは、単
たん

に、懲 戒
ちょうかい

を受
う

けた児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

や保護者
ほ ご し ゃ

の主観的
しゅかんてき

な言動
げんどう

により判断
はんだん

されるのではなく、上記
じょうき

（1）の諸条件
しょじょうけん

を客観的
きゃくかんてき

に考慮
こうりょ

して判断
はんだん

される

べきであり、特
とく

に児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の 状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

を尽
つ

くした行
こう

為
い

であったかどうか等
など

の

観
かん

点
てん

が 重
じゅう

要
よう

である。 

（4）  児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

する有
ゆう

形
けい

力
りょく

（目
め

に見
み

える物
ぶつ

理
り

的
てき

な 力
ちから

）の行使
こ う し

により 行
おこな

われた 懲
ちょう

戒
かい

は、

その一切
いっさい

が体罰
たいばつ

として許
ゆる

されないというものではなく、裁
さい

判例
ばんれい

においても、「いやしくも

有形力
ゆうけいりょく

の行使
こ う し

と見
み

られる外
がい

形
けい

をもった行為
こ う い

は学校
がっこう

教 育 法 上
きょういくほうじょう

の懲 戒
ちょうかい

行為
こ う い

としては一切
いっさい

許容
きょよう

されないとすることは、本来
ほんらい

学校
がっこう

教育法
きょういくほう

の予想
よ そ う

するところではない」としたもの

（昭和
しょうわ

56年
ねん

4月
がつ

1日
にち

東 京
とうきょう

高裁
こうさい

判決
はんけつ

）、「生徒
せ い と

の心身
しんしん

の発達
はったつ

に応
おう

じて慎
しん

重
ちょう

な教 育 上
きょういくじょう

の配慮
はいりょ

のもとに 行
おこな

うべきであり、このような配慮
はいりょ

のもとに 行
おこな

われる限
かぎ

りにおいては、 状 況
じょうきょう

に

応
おう

じ一
いっ

定
てい

の限度内
げんどない

で懲 戒
ちょうかい

のための有形力
ゆうけいりょく

の行使
こ う し

が許容
きょよう

される」としたもの（昭和
しょうわ

60年
ねん

2月
がつ

22日
にち

浦和
う ら わ

地裁
ち さ い

判決
はんけつ

）などがある。 

（5）  有形力
ゆうけいりょく

の行使
こ う し

以外
い が い

の方法
ほうほう

により 行
おこな

われた 懲
ちょう

戒
かい

については、例
たと

えば、以下
い か

のような行為
こ う い

は、児童
じ ど う

生徒
せ い と

に肉体的
にくたいてき

苦痛
く つ う

を与
あた

えるものでない限
かぎ

り、通
つう

常
じょう

体
たい

罰
ばつ

には当
あ

たらない。 

○ 放課後
ほ う か ご

等
など

に教 室
きょうしつ

に残 留
ざんりゅう

させる（用便
ようべん

のためにも室外
しつがい

に出
で

ることを許
ゆる

さない、又
また

は

食事
しょくじ

時間
じ か ん

を過
す

ぎても長
なが

く留
と

め置
お

く等
など

肉
にく

体
たい

的
てき

苦
く

痛
つう

を与
あた

えるものは体
たい

罰
ばつ

に当
あ

たる）。 

○ 授 業 中
じゅぎょうちゅう

、 教
きょう

室内
しつない

に起立
き り つ

させる。 

○ 学 習
がくしゅう

課題
か だ い

や清掃
せいそう

活動
かつどう

を課
か

す。 

○ 学校
がっこう

当番
とうばん

を多
おお

く割
わ

り当
あ

てる。 

○ 立
た

ち歩
ある

きの多
おお

い児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

を叱
しか

って席
せき

につかせる。 

（6）  なお、児童
じ ど う

生徒
せ い と

から教 員
きょういん

等
など

に対
たい

する暴
ぼう

力
りょく

行
こう

為
い

に対
たい

して、教 員
きょういん

等
など

が防衛
ぼうえい

のためにやむを

得
え

ずした有形力
ゆうけいりょく

の行使
こ う し

は、もとより教 育 上
きょういくじょう

の措置
そ ち

たる懲 戒
ちょうかい

行為
こ う い

として 行
おこな

われたもので

はなく、これにより身体
しんたい

への侵害
しんがい

又
また

は肉体的
にくたいてき

苦痛
く つ う

を与
あた

えた場
ば

合
あい

は体罰
たいばつ

には該当
がいとう

しない。ま

た、他
た

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

に被害
ひ が い

を及
およ

ぼすような暴 力
ぼうりょく

行為
こ う い

に対
たい

して、これを制止
せ い し

したり、目前
もくぜん

の

危険
き け ん

を回避
か い ひ

するためにやむを得
え

ずした有形力
ゆうけいりょく

の行使
こ う し

についても、同様
どうよう

に体罰
たいばつ

に当
あ

たらな

い。これらの行為
こ う い

については、正当
せいとう

防衛
ぼうえい

、正
せい

当
とう

行
こう

為
い

等
など

として刑
けい

事
じ

上
じょう

又
また

は民
みん

事
じ

上
じょう

の責
せ

めを

免
まぬが

れうる。 
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